
 

２ ０ ２ １ 年度東京都消費者月間事業に関する 協定 

 

 

 東京都（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 、 東京都消費者月間団体連絡会議（ 以下「 乙」 と いう 。 ）

は、 ２ ０ ２ １ 年度東京都消費者月間事業「 く ら し フェ ス タ 東京２ ０ ２ １ 」 （ 以下「 事業」 と い

う 。 ） について、 以下のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 消費者意識の啓発、 消費者団体相互の連携強化、 消費者と 事業者及び行

政の協働の推進を目的と し て開催する 事業を、 甲及び乙が共同し て実施する ために必要な事

項を定める も のである 。  

 

（ 協定期間）  

第２ 条 令和３ 年４ 月１ 日から 令和４ 年３ 月３ １ 日ま で 

 

（ 実行委員会の設置）  

第３ 条 甲及び乙は、 事業を共同し て実施する ため、 実行委員会を設置する 。  

２  実行委員会に関し 必要な事項は、 別途定める 。  

３  実行委員会に甲及び乙で構成する 事務局を設置する 。  

 

（ 実施計画）  

第４ 条 実施計画は、 実行委員会において企画し 、 作成する 。  

 

（ 収支予算）  

第５ 条 実施計画に基づく 収支予算は、 実行委員会において作成する 。  

 

（ 業務分担）  

第６ 条 甲は、 次に掲げる 業務を分担する 。  

 （ １ ） 会場及び事務所の提供に関する こ と 。  

 （ ２ ） 広報（ 甲が自ら 行う も のに限る 。 ） に関する こ と 。  

 （ ３ ） 事業への出展に関する こ と 。  

 （ ４ ） 実行委員会事務局の庶務事務等の補助に関する こ と 。  

２  乙は、 次に掲げる 業務を分担する 。  

 （ １ ） 事業の普及活動に関する こ と 。  

 （ ２ ） 事業への出展に関する こ と 。  

 

（ 経費の分担）  

第７ 条 事業に要する 経費は、 甲及び乙の分担金、 協賛金等をも って充てる 。  

２  事業に要する 経費は、 実行委員会の収支予算に基づき 、 甲及び乙が分担する 。   

３  甲及び乙は、 それぞれの予算の範囲内で分担金を支出する 。  



 

 

（ 分担金の交付時期等）  

第８ 条 甲及び乙は、 分担金を、 実行委員会委員長の請求によ り 、 実行委員会の開催、 実施計

画の策定等事業執行状況に応じ て、 その請求内容を精査の上、 支出する も のと する 。  

 ２  前項に基づく 甲から の分担金の支出は、 原則と し て 、 四半期ご と の年４ 回の概算

払いと する 。  

３  実行委員会は、 分担金の交付を 受け よ う と する と き は、 分担金交付申請書（ 別紙

１ ） 及び誓約書（ 別紙２ ） に、 次に掲げる 書類を 添付し て 、 東京都知事（ 以下

「 知事」 と いう 。 ） に提出する も のと する 。  

( 1)  令和３ 年度 事業計画書及び収支予算書 

( 2)  令和３ 年度 事業執行計画書 

( 3)  そ の他知事が必要と 認める 書類 

 

（ 会計検査等）  

第９ 条  甲及び乙は、 必要と 認める と き は、 会計経理に関し 、 実行委員会に報告を求め、 又は

帳簿書類その他の物件の検査を行う こ と ができ る 。  

 

（ 交付金の請求）  

第１ ０ 条 乙は、 交付金の支払を受けよ う と する と き は、 第８ 条２ 項に定める 時期ごと に、

請求書（ 別紙３ ） を甲に提出し なければなら ない。  

 ２  甲は、 １ の請求書の提出を受けたと き は、 その内容を審査し 、 交付金の支払を適当と

認めたと き は、 こ れを 支払う も のと する 。  

 

（ 報告及び精算）  

第１ １ 条 事業が終了し たと き は、 実行委員会に対し て、 速やかに収支決算書を添付し た実績

報告書を甲及び乙に提出さ せる も のと する 。  

２  事業終了後、 分担金に残金が生じ た場合は、 甲及び乙は、 実行委員会に対し 、 それぞれの

分担割合に応じ て返還さ せる も のと する 。  

 

（ 解除）  

第１ ２ 条 甲は、 乙の事業執行上、 甲の共催事業と し てふさ わし く ない行為があったと き 又

は乙の構成団体の代表者、 役員若し く はその他の構成員に暴力団員等に該当する 者があっ

たと き は、 こ の協定を 解除する こ と ができ る 。  

２  前項の規定に基づき 、 甲がこ の協定を 解除し たため乙に損害が生じ ても 、 甲は、 その賠

償の責めを負わない。  

 

（ 協議）  

第１ ３ 条  こ の協定について、 疑義が生じ たと き は、 甲乙協議の上、 決定する も のと する 。  

２  事業の実施に関し 、 こ の協定に定める も ののほか、 必要な事項は実行委員会が定める 。  

 



 

 こ の協定を証する ため、 本書を２ 通作成し 、 甲乙記名押印の上、 各々１ 通を保有する 。  

 

 

   令和３ 年 ４ 月 １ 日 

 

                東京都新宿区西新宿二丁目８ 番１ 号 

            甲   東京都 

                 代表者 東京都知事 小 池 百合子 

 

 

                東京都新宿区神楽河岸１ 番１ 号セント ラ ルプラ ザ 

            乙   東京都消費生活総合センタ ー内 

                東京都消費者月間団体連絡会議 

                 代表者 会  長  谷茂岡 正 子 


